
 

 

山梨県保育所等特別保育事業推進費補助金交付要綱  

 

 （通則）  

第１条 山梨県保育所等特別保育事業推進費補助金（以下「補助金」という。）

 の交付については、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

 る条例（平成１６年山梨県条例第４５号。以下「条例」という。）、山梨県

 補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）

 に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

 

 （補助の目的）  

第２条 この補助金は、保育所、幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業

所（以下「保育所等」という。）における特別保育を推進するため、これに

従事する保育士及び保育教諭（以下「保育士等」という。）の雇用に要する

経費等の助成を、毎年度予算の範囲内で行い、地域社会の要望に即応した保

育体制を確立し児童福祉の向上を図ることを目的とする。  

 

 （補助の対象）  

第３条 この補助金の交付の対象は、国、都道府県及び市町村以外の者が児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）の規定

により都道府県知事又は市町村長の認可を得て設置した保育所等（以下「保

育所等」という。）に対し補助金を交付している市町村とする。 

２ 対象の保育所等は、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基

準等の実施上の留意事項について（令和５年５月１９日付けこ成保３８、５

文科初第４８３号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長連名

通知）の規定による１歳児配置改善加算の加算要件に適合せず、特定教育・

保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、

特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等

（平成２７年内閣府告示第４９号）の規定による１歳児配置改善加算の認定

を受けていないものに限る。 

 

 （補助の種目等）  

第４条 この補助金の補助対象経費及び補助額は、別表１のとおりとする。  

 



 

 （補助金の交付申請）  

第５条 市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、様式１による申

 請書を別に指定する日までに知事に提出しなければならない。  

                                    

 （補助の条件）  

第６条 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、  

 かつ、事業完了年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければなら

 ない。 

 

２ 施設及び運営は「山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例」（平成２４年山

梨県条例第６３号）、「山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める

条例」（平成２６年山梨県条例第６８号）及び「家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準」（平成２６年厚生労働省令第６１号）に適合するもの

とする。 

 

 （補助金の交付決定）  

第７条 知事は、提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を適当と認

 めたときは、交付決定通知書（様式２）により、交付決定を行い、その旨を

申請者に通知するものとする。  

 

 （変更申請の手続き）  

第８条 補助金の交付決定後の内容の変更（軽微な変更を除く。）又は中止（廃

止）をしようとするときは、様式３による補助金事業変更・中止（廃止）承

認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。  

 

 （軽微な変更の範囲）  

第９条 第８条に規定する軽微な変更は、次に掲げる場合とする。  

 補助目的の達成に支障を来すことなく、かつ事業計画の細部の変更であって、 

補助金の額の増額を伴わない変更。  

 

 （補助金の交付）  

第10条 この補助金は、補助事業完了後、実績に基づき交付する。  

 

 （実績報告）  

第11条 補助事業者は、当該事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から



 

 起算して１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４月１０日

 のいずれか早い期日までに、様式４による実績報告書を知事に提出しなけれ

 ばならない。 

 

 （電子情報処理組織による申請等） 

第12条 補助事業者は、第５条に基づく交付の申請、第８条に基づく計画変更、

計画中止・廃止及び事故の報告、第１１条に基づく概算払請求又は第９条に

基づく実績報告については電子情報処理組織を使用する方法（条例第３条の

規定に基づき知事が定めるものをいう。）により行うことも可とする。  

 

  附   則  

 この要綱は、平成５年４月１日から適用する。  

  附   則  

 この要綱は、平成６年４月１日から適用する。  

  附   則  

 この要綱は、平成７年４月１日から適用する。  

  附   則  

 この要綱は、平成７年１０月１日から適用する。  

  附   則  

 この要綱は、平成８年４月１日から適用する。  

   附   則  

  この要綱は、平成９年４月１日から適用する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１０年４月１日から適用する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。  

  附   則  



 

  この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。  

    附   則  

  この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。  

    附   則  

  この要綱は、平成１８年９月６日から施行し、平成１８年４月１日から適用

する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１９年７月１日から施行し、平成１９年４月１日から適用

する。  

  附   則  

  この要綱は、平成１９年１２月１１日から施行し、平成１９年４月１日から

適用する。  

附   則  

  この要綱は、平成２４年６月１３日から施行し、平成２４年４月１日から適

用する。 

附   則  

  この要綱は、平成２５年５月３１日から施行し、平成２５年４月１日から適

用する。 

附   則 

  この要綱は、平成２７年６月２３日から施行し、平成２７年４月１日から適

用する。  

附   則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附   則 

  この要綱は、令和２年５月２２日から施行し、令和２年４月１日から適用す

る。 

  附  則 

 この要綱は、令和６年２月２７日から適用する。 

附  則 

  この要綱は、令和７年７月１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



 

 

別表１   
 

  種 目   補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 額   算 出 方 法 

１歳児保育 乳児を原則として３人以上受け入れており※、か

つ、１歳児を５人以上保育している保育所等の

１歳児の保育士等配置基準を児童４．５人に対

し１人とするのに要する経費 

  １歳児１人月額   ８，２００円 

 

※ 乳児の受入れが３人未満となった場合を含

み、市町村が児童福祉法（昭和22年法律第16

4号）第24条第３項に規定する調整を行った

ときに、施設・事業所側の事情により乳児の

受入れが３人未満となった月は補助対象か

ら除くものとする。 

補助単価×各月 

初日現在の対象 

児童数の合計 

×１／２ 

 


